
福 井 市 企 業 局 告 示 第 １ ０ 号  

 公 共 下 水 道 の 供 用 及 び 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る の で 、

下 水 道 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ） 第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お

り 公 示 す る 。  

 な お 、 関 係 図 面 は 、 福 井 市 企 業 局 上 下 水 道 経 営 部 上 下 水 道 サ ー ビ ス 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

  令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日  

             福 井 市 企 業 管 理 者  前  田  和  宏  

１  公 共 下 水 道 の 供 用 及 び 下 水 の 処 理 を 開 始 す べ き 年 月 日  

  令 和 ３ 年 ５ 月 ３ １ 日  

２  下 水 を 排 除 し 、 及 び 処 理 す べ き 区 域  

  単 独 公 共 下 水 道 日 野 川 処 理 区  

  北 野 下 町 、間 山 町 、上 中 町 、北 今 泉 町 、丸 山 ３ 丁 目 、上 北 野 ２ 丁 目 、

新 田 塚 ２ 丁 目 、 森 行 町 、 末 広 町 、 主 計 中 町 、 城 戸 ノ 内 町 、 南 山 町 、

東 郷 中 島 町 、 上 細 江 町 、 西 谷 １ 丁 目 、 深 見 町 、 栃 泉 町 、 本 堂 町 、  

南 江 守 町 、 下 江 守 町 及 び 三 尾 野 町 の 各 一 部  

３  供 用 を 開 始 し よ う と す る 排 水 施 設 の 位 置  

  別 紙 図 面 の と お り  

４  供 用 を 開 始 し よ う と す る 排 水 施 設 の 合 流 式 又 は 分 流 式 の 別  

  分 流 式  

５  下 水 の 処 理 を 開 始 し よ う と す る 終 末 処 理 場 の 位 置 及 び 名 称  

   単 独 公 共 下 水 道 日 野 川 処 理 区  

  福 井 県 福 井 市 黒 丸 町 ３ 字 １ 番 地  

  日 野 川 浄 化 セ ン タ ー  

６  縦 覧 期 間  



令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日 か ら ５ 月 ３ １ 日 ま で （ 土 曜 日 及 び 日 曜 日 を 除

く 。 ）  

７  縦 覧 時 間  

午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  



別紙図面 

 

供 用 を 開 始 し よ う と す る 排 水 施 設 の 位 置  

 

凡 例  

 
下水を排除し、及び処理すべき区域 

 
供用を開始しようとする排水施設の位置 

 



 

Ｆ－１３ 

北野上町 

北野下町 



 

Ｈ－１３ 

間山町 



 
Ｇ－１３，Ｈ－１３ 

上中町 



 
Ｈ－１２，Ｉ－１２ 

東今泉町 

北今泉町 



 

丸山町 

Ｈ－１２ 

丸山３丁目 

丸山２丁目 



 

問屋町１丁目 

Ｉ－１２ 

上北野２丁目 

成和２丁目 



 Ｇ－１０ 

新田塚２丁目 

安竹町 

上伏町 

黒丸町 



 

   森行町 

Ｎ－１０ 

末広町 



 

末広町 

Ｎ－１０ 

主計中町 



 

Ｍ－１４ 

城戸ノ内町 



 Ｍ－１３，１４ 

南山町 



 Ｌ－１２ 

森行町 

東郷中島町 



 

上細江町 

L－１２ 

下東郷町 



 Ｋ－１０ 

西谷１丁目 

西谷町 

西谷２丁目 



 Ｍ－１３ 

深見町 

栃泉町 



 Ｊ－６ 

本堂町 



 

  南江守町 

 Ｋ－９，１０，Ｌ－９，１０ 

南江守町 



 Ｊ－９ 

下江守町 

渕４丁目 



 

三尾野町 

Ｍ－８ 

花守町 


